
東駿河湾広域都市計画道路の変更（静岡県決定） 

 

都市計画道路中３・４・19 号西条千本線を次のように変更する。 

 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 
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理  由 

 

都市の将来像を見据えた道路ネットワークを再構築するため、都市全体としての施設の配置

や規模について再検証を行った結果、本案のとおり変更する。  
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